
お知らせコーナー
保育料と副食費減免の見直し時期
　毎年、現年度の市町村民税所得割額に基づき、保育料の見直しと副食費の減免を行います。

　
令
和
５
年
度
市
町
村
民
税
額
に
基
づ

き
、
９
月
か
ら
の
保
育
料
の
見
直
し
と
副

食
費
の
減
免
を
行
い
ま
す
。

　
手
続
き
が
必
要
な
世
帯
に
は
、
市
か
ら

連
絡
し
ま
す
。

保
育
料

●
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か
に
在
園
の

児
童
（
０
〜
２
歳
児
ク
ラ
ス
）

◇
認
可
保
育
所

◇
小
規
模
保
育
事
業
所

◇
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
分
）

●
算
定
方
法
　
保
育
料
は
、
児
童
の
扶

養
義
務
者
の
う
ち
、
父
母
の
令
和

５
年
度
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の

合
計
額
と
、
入
所
す
る
児
童
の
令

和
５
年
４
月
１
日
時
点
の
年
齢
に

よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

※
祖
父
母
な
ど
と
同
居
し
、
父
母
の
合
計

収
入
額
が
１
４
０
万
円
以
下
（
ひ
と

り
親
は
１
２
０
万
円
以
下
）
の
場
合
、

祖
父
母
な
ど
の
市
町
村
民
税
所
得
割

額
を
保
育
料
の
算
定
対
象
と
し
ま
す
。

※
３
〜
５
歳
児
ク
ラ
ス
の
児
童
の
保
育
料

は
無
償
で
す
。

※
保
育
料
表
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

副
食
費
の
減
免

●
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か
の
園
児

◇
市
町
村
民
税
所
得
割
額
が
基
準
額

未
満
（
※
１
）
の
世
帯
の
児
童

◇
第
３
子
以
降
の
児
童
（
※
２
）

※
１
　
保
育
施
設
で
は
、
５
万
７
７
０
０

円
未
満
（
ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
の

場
合
は
７
万
７
１
０
１
円
未
満
）

の
世
帯
。
教
育
施
設
で
は
、
７
万

７
１
０
１
円
未
満
の
世
帯
。

※
２
　
保
育
施
設
で
は
、
保
育
所
な
ど
に

通
う
未
就
学
の
児
童
で
数
え
、
教

育
施
設
で
は
、
小
学
３
年
生
以
下

の
児
童
で
数
え
ま
す
（
基
準
額
未

満
（
※
１
）
の
世
帯
は
生
計
を
一
に

す
る
全
て
の
児
童
で
数
え
ま
す
）。

●
対
象
施
設
と
ク
ラ
ス
・
年
齢

◇
保
育
施
設
（
３
〜
５
歳
児
ク
ラ
ス
）

･
認
可
保
育
所

･
認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
部
分
）

◇
教
育
施
設
（
満
３
歳
児
以
上
）

･
幼
稚
園

･
認
定
こ
ど
も
園
（
幼
稚
園
部
分
）

●
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
保
育
所
・
幼
稚
園

担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
４

保
育
料
の
見
直
し
と
副
食
費
の
減
免

令和５年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和４年度市町村民税額 令和５年度市町村民税額

令和６年

　
対
象
者
に
は
、
８
月
上
旬
に
通
知
を
送

付
し
ま
す
。
期
間
内
に
提
出
が
な
い
と
、

継
続
し
て
手
当
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
受
付
期
間

◇
児
童
扶
養
手
当
（
現
況
届
）

８
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭

◇
特
別
児
童
扶
養
手
当（
所
得
状
況
届
）

８
月
９
日
㈬
〜
９
月
11
日
㈪

●
提
出
先

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
本
館
１
階
）

◇
平
日
　
午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時

◇
週
末
窓
口
サ
ー
ビ
ス
開
庁
日（
第
２
・

４
土
曜
日
）　
午
前
９
時
半
〜
午
後

０
時
半

※
８
月
22
日
㈫
・
24
日
㈭
は
午
後
７
時
ま

で
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
。
午
後

６
時
以
降
は
新
館
の
入
口
か
ら
は
入

れ
ま
せ
ん
。
本
館
の
入
口
か
ら
入
っ

て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
と
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
２

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状

況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

筑
慈
苑
火
葬
炉
設
備
保
全（
耐
火

物
全
面
積
替
）工
事

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

安
全
な
火
葬
炉
運
転
の
た
め
、
工
事

を
８
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
ま
で
行
い
ま

す
。
工
事
期
間
中
は
、
火
葬
炉
運
転
を
一

部
停
止
す
る
時
期
が
発
生
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
筑
慈
苑
　
☎（
９

２
６
）１
８
９
２

大
野
城
市
い
こ
い
の
里

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
癒
し
の
環
境
で
、日
帰
り
入
浴
が

で
き
ま
す
。

入
館
料
　
◇
市
内
60
歳
以
上
１
０
０

円
◇
市
内
60
歳
未
満
２
０
０
円
◇

市
外
３
０
０
円

お
知
ら
せ

※
就
学
前
の
乳
幼
児
は
無
料

※
露
天
風
呂・内
湯・ミ
ス
ト
サ
ウ
ナ・ヘ

ル
ス
ト
ロン・マッ
サ
ー
ジ
機・囲
碁・将

棋
が
入
館
料
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
。

時
間
　
午
前
10
時
〜
午
後
６
時

休
館
日
　
◇
毎
週
月
曜
日
◇
祝
日

◇
12
月
29
日
〜
１
月
３
日

８
月
の
イ
ベ
ン
ト

◆
季
節
の
湯

６
日
㈰
　
朝
顔
の
湯

◆
遺
産
と
相
続
相
談
会（
無
料
）

８
日
㈫
　
午
前
10
時
〜

◆
子
供
感
謝
デ
ー

10
日
㈭
〜
15
日
㈫

お
も
ち
ゃ
プ
レ
ゼ
ン
ト
!

◆
ダ
ー
ツ
体
験
会

23
日
㈬
　
午
後
２
時
〜

◆
風
呂
の
日

26
日
㈯
　
回
数
券
購
入
の
人
に
無

料
券
２
枚
プ
レ
ゼ
ン
ト

◆
健
康
体
操

29
日
㈫
　
午
後
２
時
〜

問
い
合
わ
せ
先
　
大
野
城
い
こ
い
の
里

☎（
５
９
６
）３
４
５
５

重
度
障
が
い
者
医
療
証
は
、
自
動
更
新

と
な
っ
て
い
ま
す
。
書
類
の
提
出
が
必
要

な
人
に
は
個
別
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

●
現
在
の
医
療
証
の
有
効
期
限

次
の
①
〜
③
の
う
ち
最
も
短
い
期
日

ま
で

①
９
月
30
日
㈯
②
障
害
者
手
帳
の
再

認
定
月
の
月
末
③
満
65
歳
の
誕
生
月

の
月
末

※
②
③
の
人
は
医
療
証
の
有
効
期
限
ま
で

に
必
要
な
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
医
療
費
助
成
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
医
療
証
の
送
付
時
期
審
査
の
上
、
９

月
中
に
医
療
証
を
送
付
し
ま
す
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
　
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

重
度
障
が
い
者
医
療
証
の
更
新

対
象
者
に
は
７
月
末
に
更
新
の
案
内
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、

資
格
を
失
い
、
10
月
１
日
㈰
以
降
の
医
療

費
の
助
成
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
　

●
対
象
者
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
を

持
っ
て
い
る
人

※
８
月
４
日
㈮
ま
で
に
案
内
通
知
が
届
か

な
か
っ
た
人
は
、連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
８
月
１
日
㈫
〜
31
日
㈭

（
消
印
有
効
）

※
８
月
22
日
㈫
・
24
日
㈭
は
、
児
童
扶
養

手
当
現
況
届
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

所
得
状
況
届
の
窓
口
と
と
も
に
、
午

後
７
時
ま
で
窓
口
で
の
受
け
付
け
を

行
い
ま
す
。
午
後
６
時
以
降
は
新
館

の
入
口
か
ら
は
入
れ
ま
せ
ん
。
本
館

の
入
口
か
ら
入
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法
送
付

●
現
在
の
医
療
証
の
有
効
期
限

９
月
30
日
㈯

●
医
療
証
の
送
付
時
期
書
類
提
出
後
、

審
査
の
上
、
９
月
中
に
医
療
証
を
送

付
し
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
の
更
新
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